
２ ． 改正後の『 人材確保等促進税制』

改正後は、 国内設備投資要件を撤廃した上

で、 人材育成への投資特典としての教育訓練

費の上乗せはそのままに、 新卒・ 中途採用に

よる外部人材の獲得をメインとした『 人材確

保等促進税制』 へと生まれ変わります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

１ ． 従来の『 所得拡大促進税制』

中小企業者等が適

用できる『 所得拡大

促進税制』 は、 『 賃

上げ税制』 とは異な

り“ 賃上げ” の要件のみですが、 右上のよう

に2つあります。

これらの要件をすべて満たした場合の税額

控除は、 全体の賃上げ（ 増加額） がベースで

す。 また、 『 賃上げ税制』 と同様、 上乗せ措

置はありますが、 この場合の要件は『 賃上げ

税制』 と異なり、 教育訓練費の増加以外にも
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中小企業向けの 『所得拡大促進税制』

要件があります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

２ ． 改正後の『 所得拡大促進税制』

改正により簡素化され、 賃上げ要件として

求められる値は“ 全体” のみとされました。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

いずれの改正も、 令和3年4月1日以降開始

事業年度（ 個人（ 所得税） は令和4年分） か

ら適用開始となります。

 継続雇⽤者の賃上げ
要件

 全体の賃上げ要件

(※) 経済産業省HP「 令和3年度 経済産業関係 税制改正について」 https: //www. meti . go. j p/mai n/yosan/yosan_fy2021/pdf/zei sei . pdf

税理士法人石井会計

電気通信利用役務の提供　国内取引の判定に注意！

ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。

国内取引に該当するかどうかの判定（内外判定）

　新型コロナウイルス感染症の影響で、オンラインでのサービスを利用する機会が増えています。そう
いった中、オンライン上のサービスを全て「電気通信利用役務の提供」に該当すると誤って判定されて
いるケースが散見されるといいます。

　消費税は国内で行われた資産の譲渡等（資産の譲渡、貸付、役務の提供）に対して課されます。資産
の譲渡等のうち、役務の提供の内外判定は原則として次の通りとなります。

　つまり、インターネット等を利用したサービスを指すものの、オンラインでのコンサルティングサー
ビスを例に、次のようなパターンごとに、それが電気通信利用役務の提供に該当したり、しなかったり
することになります。

パターン②　市場調査等の結果報告がオンライン上で行われるものの場合
　市場調査等がその役務の提供の内容であり、オンラインで行うことはその報告の手段にすぎないた
め、通常の役務の提供に該当する。
　内外判定は、役務の提供を行う者(コンサルティング会社)の事務所等の所在地が国内にあるかどうか
により行う。
　電気通信利用役務の提供に該当した場合、それが「事業者向け」であれば特定課税仕入れとして、
「事業者向け以外」であり、役務提供者が登録国外事業者であれば課税仕入れ、登録国外事業者でなけ
れば仕入税額控除の対象外として取り扱われます。

【役務の提供の内外判定】
　役務の提供が行われた場所（その行われた場所が明らかでない場合には、役務の提供を行った者の
　事務所等の所在地。）

　これに対して、電気通信利用役務の提供の内外判定は次の通りです。

【電気通信利用役務の提供の内外判定】
　電気通信利用役務の提供を受ける者の事務所等の所在地

　このように、役務の提供に該当するか、電気通信利用役務の提供に該当するかによって、国内取引に
該当するかどうかの判定が真逆になってしまいます（リバースチャージ方式）ので、電気通信利用役務
の提供に該当するかの判断が重要になってきます。

【電気通信利用役務の意義】
　資産の譲渡等のうち、電気通信回線（インターネット等）を介して行われる役務の提供で、他の資産
の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。

パターン①　質問・相談がオンライン上で都度行われる形式のものの場合
　その質問に対する回答自体が役務の提供の内容であるため、電気通信利用役務の提供に該当する。
　内外判定は役務の提供を受ける者(質問者)の事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行う。


